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The transition and reason of the rules for making rare book  
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Résumé
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Ireland, Wales, and British America, and of English Books Printed in Other Countries, 1641–1700

（Wing STC） and English Short Title Catalogue （ESTC）, have been transformed.
Methods: Some parts of the rules for creating union catalogues, STC and Wing STC in particular, 
might not be fully written. Thus, in order to reconstruct rules for creating union catalogues, not 
only rules and prefaces written in the catalogues as well as related literature, but also the union 
catalogues themselves were examined. The identified changes of the cataloguing rules are classi-
fied, and their reasons are considered.
Results: Some unwritten rules for creating STC and Wing STC have been identified. Some writ-
ten rules for creating ESTC, which are different from those used at present, have also been identi-
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I.　西洋古典籍のための目録規則

A. 総合目録と蔵書目録
1.　西洋古典籍の総合目録
西洋古典籍は現代の書物と異なる点が多いの

で，資料の識別に必要とされる点にも様々な違い
がある。例えば書店や購入者が自らの好みに合わ
せて製本させるために大きさが一定しないので，
目録で物理的な形態を示す時には大きさではなく
判型を用いている。
そのため，西洋古典籍の目録を作るためには現

代の書物と異なる西洋古典籍の特色を反映した
目録規則が必要である。1978年の『英米目録規
則第 2版』（Anglo-American Cataloguing Rules. 
2nd ed.: AACR2）の中で西洋古典籍に関する規
則が定められて以降，標準的に使われている目
録規則の中に西洋古典籍のための規則が作成さ
れるようになった 1）。AACR2と同じ時期に，
International Federation of Library Associations 
and Institutions （IFLA）は International Standard 
Bibliographic Description for Older Monographic 
Publications（Antiquarian）（ISBD（A））と
いう西洋古典籍の国際標準を作った。更に西
洋古典籍専用の目録規則として，1981年には
AACR2を拡張して ISBD（A）の要素を盛り

込んだ Bibliographic Description of Rare Books 
（BDRB）が作成された。1991年には米国議会図
書館（Library of Congress: LC）と大学研究図
書館協会（Association of College and Research 
Libraries: ACRL）によって BDRBの改訂版であ
る Descriptive Cataloging of Rare Books（DCRB）
が作られ，小規模な古典籍コレクションしかな
い場合は AACR2を，大規模な古典籍コレク
ションを持つならば DCRBを用いるようにとい
う使い分けが求められるようになった 2）。2007
年には更に DCRBが Descriptive Cataloging of 
Rare Materials （Books）（DCRM（B））として
改訂された。DCRM（B）は西洋古典籍専用の目
録規則としては最新のものであるが，Resource 
Description and Access（RDA）の発表が 2010
年と遅かったため，RDAに対応していない。米
国図書館協会（American Library Association: 
ALA）の Bibliographic Standards Committee of 
the Rare Books and Manuscripts Sectionは，
DCRM（B）の RDAと互換性のあるバージョン
が作成されるまでは，AACR2と DCRM（B）を
使うか，RDAと PCC RDA BIBCO Standard 
Record（BSR）を用いるかのいずれかで対応
するように勧告している 3）。2014年に作られた
BSRは，古典籍に関する規則を含む RDAに対応
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した目録規則だが，Monographic Bibliographic 
Record Cooperative Program（BIBCO）のため
のもので，DCRM（B）の全面的な改訂ではない。
これらの目録規則は西洋古典籍を対象にした目

録作成に広く使われており，すでに研究がなされ
ている。しかし，AACR2以降の目録規則だけを
見ても，西洋古典籍の目録の歴史を明らかにする
ことはできない。

AACR2以前から，複数館の情報を合わせ，
西洋古典籍を網羅的に収録した総合目録が数多
くある。その中でも，1640年までに出版され
たものを収録した A. W. Pollardらの A Short-
Title Catalogue of Books Printed in England, 
Scotland, & Ireland and of English Books 
Printed Abroad, 1475–1640（STC）4），5）や，
1641年から 1700年に出版されたものを収録し
た D. G. Wingの Short-Title Catalogue of Books 
Printed in England, Scotland, Ireland, Wales, 
and British America, and of English Books 
Printed in Other Countries, 1641–1700（Wing 
STC）6），7），1800年までに出版されたものを収録
した English Short Title Catalogue（ESTC）8）は
特に著名であり，図書館のような組織にも個々の
研究者にも幅広く使われ，大きな影響を与えてい
る。それらは遡及的全国書誌の役割を果たしてい
る。
なお，本論文では「古典籍」という言葉は，西

洋で 19世紀前半以前に手引き印刷機で印刷され
た書籍を指す。また，「総合目録」という言葉は，
西洋古典籍の総合目録を指す。

2.　総合目録の作成規則を調査する意義
以下の 3つの理由から，STCのような総合目

録の作成規則を調査することは，蔵書目録を含め
た古典籍の目録規則を知るために，なくてはなら
ないものだと考えられる。第一に総合目録の作成
規則は時代ごとの古典籍目録の作成規則や書誌学
の動向を蔵書目録より強く反映している。古典籍
を扱う個別の図書館の蔵書目録は古くから作られ
ており，様々な工夫がなされている重要なものだ
が，その時代の標準的な古典籍の目録記述方法だ

けでなく，それぞれの図書館に独自の蔵書構成や
管理の仕方を反映している。一方，総合目録の編
集にあたっては，複数の図書館のデータをまとめ
るために，当時の標準に近い規則が必要である。
そのため，総合目録を調査する方が蔵書目録を調
査するより，時代ごとの古典籍の目録作成規則や
書誌学の動向を考える手掛かりを深くつかむこと
ができる。
第二に，総合目録の編集・改版作業は古典籍

の蔵書目録に影響を与えている。BDRBの作
られる契機の 1つは北米にある 18世紀の出版
物を Eighteenth Century Short Title Catalogue 

（ESTC）に登録するために，単一の目録の標準
が必要とされたためである 9）。そして，BDRB
を拡張した DCRBは図書館での古典籍の目録作
成においても広く使われているので 10），個々の
図書館の蔵書目録も総合目録の影響を受けている
と言える。
第三に総合目録は古典籍の探索，同定，識別

の際に利用されている。目録作成の際にも使わ
れており，英国図書館（British Library）をはじ
めとした様々な図書館の目録や，古典籍の画像
データベースである Early English Books Online
（EEBO）でも STCやWing STCの番号をレ
コード内に用いている。

B. 先行研究
1.　古典籍の目録規則の歴史
古典籍の目録規則の歴史に関する先行研究

としては，B. M. Russellによる研究 1）がある。
Russellは古典籍のための目録規則が必要な理由
を，著作の内容と関連しない特徴を基に資料の正
確な識別をすることと，資料の内容と物理的特徴
を利用者に認識させるためのアクセスポイントの
識別とその説明をすることの 2つであるとしてい
る。そして古典籍目録が現代の図書の目録と異
なっている点として，標題紙の転記，形態の表
記，注記，追加アクセスポイントをあげた。そし
て，これらの点について英米を中心とする古典籍
の目録規則のうち，Anglo-American Cataloguing 
Rules（AACR）から DCRBまでの 6種類の内容
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と変化を調査した。
Russellによる調査の結果は次のようなもので

あった。AACRに含まれているインキュナブラ
のタイトル，出版情報，書誌的参照についての簡
潔な規則は，誤りを犯しやすいものであった。
AACR2には古典籍のタイトル，版，出版情報，
注記についての規則が用意されたものの，これも
簡潔すぎるという問題があった。ISBD（A）で
はタイトル，版，出版情報，注記について定めて
いるが，書誌ではなく目録のための標準であるこ
とを強調し，句読法や大文字使用法において書誌
学で行われているような完全な転写を求めていな
い。Russellはその理由を目録作業の担当者が混
乱しないように配慮しているためだとしている。
BDRBの注記に関する規則は ISBD（A）に近
く，校合式は P. Gaskellの A New Introduction 
to Bibliographyを参照するように指示し，書誌
的参照に用いる書籍のリストを提供している。
AACR2の 1988年改版では古典籍に関する部分
は，元の AACR2と内容的に大きな変化をして
いるわけではないが，一般の図書館員が目録作成
に利用しやすいようにわかりやすくなっていると
Russellは指摘している。
一方，書誌的データベースや統合図書館システ

ムの発展により，目録の作成も機械可読型にす
る必要がでてきたことにも Russellは言及してい
る。特に BDRBから DCRBへの最大の変化は共
同目録作業で利用できるように進歩したことだと
していた。
そして Russellは目録規則の内容を順に追うこ
とで，必ずしも古典籍の専門家ではない担当者が
確実に目録をとれるかという目録の視点と，詳細
で正確な記録をするという書誌学の視点が互いに
関わり合っていることを示した。一方で，目録を
記述するフォーマットが紙媒体から電子媒体にな
り，共同目録作業が広まったという変化に目録規
則が対応していることから，技術の進歩が目録規
則に影響を与えていると考察した。
また，K. S. Moriartyは修士論文 11）の一部に

おいて，Russellの論文を基に更に対象を広げて
『91か条目録規則』（Rules for the Compilation of 

the Catalogue）から DCRBまでの英米の 8種類
の目録規則について，古典籍に関する部分を調査
した。そしてMoriartyは，目録規則の中には古
典籍に関する規則が 19世紀から存在し，DCRM

（B）までつながっていることに注目した。この
研究は当時新しく作られたばかりの DCRM（B）
に関する研究を中心としており，古典籍の目録規
則の歴史研究は DCRM（B）の背景として扱わ
れている。

2.　個別の総合目録の作成規則
総合目録のうち ESTCの目録規則 12），13），14），15）

は発表されているものの，STCやWing STCの
目録規則は発表されていない。目録の序文に作り
方が書かれていることもあるが，それだけで総合
目録を作れるとは思えない簡易な内容である。た
だし，総合目録についての書評や研究，編纂者に
よる論文が，図書館学や英米文学に関する様々な
雑誌に掲載されている。以下では，作成規則や
作成方法について触れられている部分を，STC, 
Wing STC, ESTCの順にまとめた。

D. Pearsonや R. C. Alstonによる STC第 2版
の書評では，STCの初版と第 2版の両方が『91
か条目録規則』と同じように匿名著作の標目を地
域にしていることを批判し，タイトルにすべきだ
と述べている 16），17）。武者小路信和は STCの初
版と第 2版の違いを比較し，初版に比べて第 2版
では収録点数が増加し，記入が詳細になり，利
用者の便宜を考えた工夫がなされているとした
18）。武者小路によると収録点数が増加したのは異
版や異刷の解明と著者の同定がなされたためであ
り，記入が詳細になったのは初版以降の書誌学研
究の発展と優秀な編集者の分析が活かされている
ためである。そして利用者の便宜を図るために印
刷の品質向上と参照の増加，表の活用などが行わ
れていると指摘している。

Wing本人による論文にはWing STCをどの
ような規則に従って作成したかがある程度記述
してあった 19）。K. J. Holzknechtの論文では，
Wing STCは STCを参考にしているがよりシス
テマティックな作成規則を用いており，個人で作
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成したことにより団体で作成した場合と比べて作
成方法に一貫性ができるというメリットがあった
としている 20）。D. McKitterickは，Wing STC
の匿名著作のレコードにおいて，AACR以前の
目録の多くで重視されている適切な関連人物の名
前が割愛されているという問題があり，利用者
の利便性を損ねていると指摘している 21）。その
原因についてMcKitterickは言及していないが，
Wing STCを作る際の何らかの明文化されていな
い規則があったのではないかと推測できる。

ESTCの作成より前の時期に，ESTCの初期
からの編集メンバーである R. J. Robertsは，18
世紀の資料を対象にした総合目録にどのような規
則を用いるべきかを，D. Foxonの A Catalogue 
of English Verse, 1701–1750をあげて議論して
いる 22）。なお，その論文で Robertsが示した規
則は実際に作られた ESTCの作成規則とは大き
く異なるものであった。H. Snyderは ESTCと
STCやWing STCのレコードの連携について論
じた 23）。それによると STCにある資料を電子目
録に登録するための規則がなく，AACR2などの
既存の規則でも対応しきれないために新たな規則
が必要である。更に続けて，Wing STCの機械
可読データが 1巻と 2巻の分はあり，3巻の分も
準備している最中だったが，Wing STCの冊子
版と同様にデータの割愛が多く，ESTCで必要
とされている情報が欠落していたためにやり直し
が必要になったことも Snyderは述べている。
以上のように，総合目録に関する論文では作成

規則を全体的に取り上げているのではなく，研究
対象の総合目録の長所や短所の議論の中で，それ
に関わる作成規則の一部のみについて言及してい
る。

3.　先行研究の限界
古典籍のための目録規則の歴史についての先

行研究はあったものの，総合目録に関するもの
ではなく，総合目録に言及されることもなかっ
た。また，STCなどの個々の総合目録の作成規
則についての論文の記述も十分ではなく，どのよ
うに作成していたのかを具体的に理解することは

不可能であった。例えば，Wing STCについて
McKitterickが批判していた問題の原因も不明な
ままである。そのため，実際に総合目録を作る際
には，今までに調べられてこなかった暗黙の理解
や作業用マニュアルのような，明文化されていな
い規則や公表されていない規則があったのではな
いかと考えられる。そこで，まずは作成規則を再
構成する必要がある。なお，この研究では，総合
目録作成のための規則を，明文化されているかど
うかに関わらずに，まとめて「目録の作成規則」
と呼ぶ。

C. 研究の目的
本研究の目的は，総合目録の作成規則の変遷と

その理由を考察することである。そのためには総
合目録の作成規則を，明文化もしくは公表されて
いない内容を含めて再構成する必要がある。本研
究では総合目録の作成規則が変化した理由とし
て，Russell1）が指摘した現代の書物の目録規則の
発展，書誌学の伝統，技術の進歩の 3つが当ては
まるのかを検討する。そして，いずれにも該当し
ない総合目録の作成規則に特有の変化の理由があ
るのかどうかを考察する。

II.　総合目録の作成規則の再構成

A. 取り上げる総合目録
19世紀後半には H. Bradshawらの書誌学研究

が活発になり，1890年に最古の書誌学会である
Edinburgh Bibliographical Societyが，1892年に
は英国書誌学会（The Bibliographical Society）
がそれぞれ発足し，英米流の分析書誌学の基礎
が築かれた。当時の書誌学の成果を盛り込ん
で，個別の図書館では 1884年に British Museum
の Catalogue of Books in the Library of the 
British Museum Printed in England, Scotland, 
and Ireland, and of Books in English Printed 
Abroad, to the Year 1640が出版されたのをはじ
めとして，古典籍の蔵書目録が作成されていっ
た。そうした中で複数の図書館の蔵書をまとめ
た総合目録を編集する作業が始まり，1926年に
STCが出版された 18）。こうした経緯をふまえ，
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本研究では STC以降の総合目録を取り上げる。
インキュナブラは古典籍の中でも特に初期に印

刷されているので，標題紙がないことが多いなど
他の古典籍と異なる特徴を持っている。そのた
め，インキュナブラのみを対象としている目録
は，他の古典籍を対象としている目録とは大きく
異なる作成規則に基づいている可能性が高いた
め，対象外とする。特定のテーマに関する書籍を
集めた目録は，そのテーマに特有の事情や傾向を
反映している部分が大きいと考えられるので除外
した。Universal Short Title Catalogue（USTC）
24）は，ヨーロッパ全体の印刷物を対象としており
当初の対象がフランスの印刷物なので，英米の目
録とは異なる大陸における目録の作成規則の影響
を受けている可能性があるため，やはり対象外と
した。即ち，本研究では英米で出版された，特定
の時代やテーマに偏らない古典籍の総合目録の作
成規則を調査する。
上記の条件から，取り上げる総合目録を STC, 

Wing STC, ESTCとした。これらは特に広く使わ
れているものであり，書誌学者の G. T. Tanselle
が書誌学の教育のために作った文献リストの中で
も扱われている 25）。

STCは Pollardらが編集した初版 4）が 1926年
に，K. F. Pantzerらが改訂した第 2版 5）が 1976
年から 1991年にかけて，それぞれ出版された。
1640年までに，英国とその植民地で印刷された
ものと，英語の印刷物を対象にした冊子体の目録
である。STC初版には約 26,000，第 2版には約
36,000のレコードがある 18）。

Wing STCはWingによる初版 6）が 1945年か
ら 1951年にかけて，Wingとその死後に作業を
引き継いだ T. J. Cristらによる第 2版 7）が 1972
年から 1988年にかけて出版された。1641年から
1700年までの出版物を対象にした冊子体の目録
である。第 2版で約 90,000件のレコードがある。

ESTCは 1978年に公開された当初は正式名称
を Eighteenth Century Short Title Catalogueと
いい，1701年から 1800年までを対象にした電
子目録で，BLAISE-LINEと RLINを通じて提供
されていた 8）。その後，1987年に STCやWing 

STCに登録されていた資料のレコードも含めて
現在の名前に改名された。ただしタイトルが変
わった際に目録規則の改定は行われなかったた
め，今回はどちらも同じ ESTCとして扱う。マ
イクロフィッシュ版や CD-ROM版も作られ，
2006年以降はインターネットでも見ることがで
きる。1987年にはレコード数が約 20万件，約
1,000館の図書館が参加しており 26），現在ではレ
コード数が 48万件を超え，約 2,000館の図書館
が参加している 27）。

STC, Wing STC, ESTCはそれぞれが収録対
象としている時代が異なっている。しかし，機械
製紙や機械印刷が普及して印刷や出版に大きな変
化が訪れる 19世紀より以前のものである点では
一致している。そのため，収録対象資料に古典籍
としての共通性があり，作成規則を比較すること
ができる。ただし，収録対象の違いが作成規則に
影響を与えている場合には，その目録固有の問題
として切り分けることにする。

B. 調査の対象と方法
1.　明文化された作成規則
まず，明文化されている作成規則や，正式な作

成規則ではないがそれに準ずるものを，目録規則
や序文，関連文献から抽出する。STC初版の序
文には作成規則に関する 4頁の記述 4）がある。そ
して第 2版の第 1巻にある序文では初版の方法は
目録作成には不十分だとして，30頁以上にわた
り 64項目の規則を用意している 5）。これらを基
に STCの初版及び第 2版の明文化されている作
成規則を調査した。

Wing STCの作成規則に関しては初版と第 2
版の序文と，初版についてWingが書いた論文で
述べられている 6），7），19）。Wingの論文では，どの
ような規則に基づいて作成したかに言及している
が，序文に書かれていない内容を見出すことがで
きなかった。第 2版の序文において，基本的な規
則は初版と第 2版の間で変わっていないと書かれ
ており，実際に第 2版の序文で増えていたのは書
誌的参照だけであった。初版と第 2版の第 1巻の
冒頭 1頁の記述を見比べたところ，レコードの追
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加はあるが既存のレコードは書誌的参照が増えて
いること以外に変化はなかった。そこで，Wing 
STCの作成規則は初版と第 2版で実質的に変化
していないと考え，まとめて調査した。

ESTCの目録規則は 1977年に内部向けのもの
が作成され，1978年の改訂版 12）が外部に公開さ
れた。その後，1984年，1986年，1991年に更に
改訂された 13），14），15）。それらを見比べたところ差
はほとんどなかったため，今回の研究では最初に
公開された 1978年の作成規則を調査対象として
「初期の ESTCの作成規則」と呼び，1978年に
出版された目録規則を「初期の ESTCの目録規
則」と呼ぶこととする。初期の ESTCの目録規
則は英国図書館のための規則で，実際の資料を基
にカード目録を作成したのち，そのカード目録を
電子化していた 12）。初期の ESTCの目録規則の
冊子内には“Illustrations”の中に目録の取り方
の具体例があり，記述対象の標題紙の画像と，そ
の目録記述を記録した目録カードの画像，その例
で注意すべきポイントが示されている 12）。その
ため，これらの具体例もあわせて調査した。1988
年に出版された内藤衛亮らによる和訳も参考とし
て用いた 26）。

2006年以降にインターネットで公開されてい
る ESTCは AACR2と DCRBを用いている 27）

ため，初期の ESTCとは別に調査対象とした。
AACR2は古典籍のみを対象にした目録規則では
なく，古典籍に関しては DCRBが AACR2より
も優先することになっているため，AACR2は基
本的に調査の対象外とした。ただし DCRBだけ
では説明できない場合は適宜参照した。DCRB
は明文化された目録規則なので，出版されている
冊子体 2）の内容を調査した。

2.　明文化されていない作成規則
次に明文化されていない作成規則を，目録その

ものの標目と記述から帰納的に考察し，再構成す
る。再構成した内容が事実かどうかの検証はでき
ないが，推測することは可能である。なお，作成
者の間では明文化された規則があったとしても，
公開されていなければ外部からは知り得ない規則
である点は明文化されていない規則と変わりがな
く，切り分けることも不可能なので明文化されて
いない規則として扱う。

STCの初版と第 2版の作成規則は，これまで
の論文や書評に大きく変わったという記述がな

第 1表　総合目録の作成規則を明らかにするための調査対象

総合目録 出版年 編集者 形式 調査対象 明文化 
されている

STC 初版 1926 A. W. Pollardほか 冊子体目録 序文
目録記述

○

第 2版 1976–91 K. F. Pantzerほか 冊子体目録 序文
目録記述

○

Wing STC 初版 1945–51 D. G. Wing 冊子体目録 序文
Wingの論文

○
○

第 2版 1973–88 D. G. Wingほか 冊子体目録 序文
目録記述

○

ESTC 初期 1978– Committee for an Eighteenth-Century 
Short-Title Catalogue

電子目録
（RLINほか）

目録規則
記述の例

○
○

現在 2006– The British Library 電子目録
（WEB）

DCRB
AACR2
目録記述

○
○
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いため，似通っていると考えられる。STCの初
版と第 2版の間では，通し番号である STC番号
が一意なので，同じ STC番号の目録記述同士を
比較することで作成規則を再構成した。記述が異
なっている場合は，作成規則が変化したか，作成
規則に違いはなく初版と第 2版の間で記述の誤り
が正されたかであるため，EEBOを用いて実際
の標題紙や本文の冒頭，最終頁といった部分を確
認してどちらであるかを検討した。調査対象は
STC番号の末尾が“00”のレコード 261件とし
た。

Wing STCでは初版と第 2版で同じ規則を用
いているので，STCと同じようには比較するこ
とができない。そこで，Wing STCと ESTCと
の記述内容を比較することで，作成規則を再構成
した。ESTCは DCRB という明確な規則に従っ
て作られていて，かつWing STCと同じ資料を
収録対象としているためである。この調査でも
実際の資料を確認する場合は EEBOを用いた。
調査対象は標目の頭文字と連番からなっている
Wing STC番号の，連番の末尾が“300”の倍数
のレコード 224件とし，WEBで公開されている
ESTCにて対象となるWing STCの番号で検索
をかけた。Wing STCでは各版の間に番号の一
貫性がないので，第 2版のWing STC番号が登
録されているものを選び，CD-ROM版や 1996年
改訂版のWing STC番号が登録されている場合
は内容に矛盾がない場合のみ採用した結果，35
件が除外され，調査対象は 179件となった。
調査対象をまとめると第 1表のようになる。

C. 再構成された作成規則
1.　標目の選択
目録ごとに作成規則のまとめ方は異なってい

た。今回，調査結果をまとめるにあたっては標目
の選択，標目の形式，記述の総則，タイトル，形
態，出版情報，所蔵情報，注記，版情報に大別し
た。
標目の選択は，大きく分けて個人著作，団体

著作，匿名著作の場合に分けることができる。
DCRBには標目の選択に関する規則が存在せず，

現在の ESTCは AACR2によっているため再構
成しなかった。
全ての総合目録の作成規則は序文や目録規則

で，個人著作の標目には著者名を用いていること
のみを明文化している。また，例えば STC番号
25500の標目は初版では‘Whittinton, Robert’，
第 2版では‘Whittinton, Robert - De Nominum 
Generibus’となっていることから，明文化され
ていないものの副標目に関する規則が第 2版のみ
にあり，特に多数の異版がある資料に関してはタ
イトルを副標目としていることがわかる。
団体著作の場合には STC第 2版の序文では国

家，地域別に分けており，初版も実際のレコード
を見ると第 2版と同じ標目を用いているため，同
じ規則に基づいていると推測される。Wing STC
では実際のレコードから団体名，国名，王名，
著作の種類を標目として用いるようにしている
ことがわかり，団体著者を認めている。初期の
ESTCでは目録規則で完全に団体名のみを使う
ようにしている。
匿名著作については STC第 2版では『91か条

目録規則』と同様に著作の主題を，Wing STC
ではタイトルの冒頭を標目に設定し，初期の
ESTCではわかる場合は著者名を，不明な場合
は何も標目としないようにしている。イニシャル
で著された著作に関しては，STC第 2版では序
文で実名への参照を置くように定め，Wing STC
では明文化されていないものの，‘H［ickeringill］,  
E［dmund］’（Wing STC番号 K300）というよう
に角括弧に入れて残りの部分を補っており，初
期の ESTCの目録規則では実名を標目としてい
る。筆名で著された著作については，STC第 2
版とWing STCの序文で実名への参照を置くよ
うに指示し，初期の ESTCの目録規則では実名
を標目とするように指示している。匿名著作とイ
ニシャルによる著作のいずれも STC初版は第 2
版と同じ標目を用いているため，同じ規則に基づ
いていると推測できる。

2.　標目の形式
個人著作の場合は標目として著者名を用いる
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ため，標目の形式に関する規則は著者名をどの
ように記述するかの規則となる。STC初版以外
の作成規則では，個人著作の標目には著者名を記
述することを定め，著者名の情報源は標題紙とそ
の他の書誌と定めている。STC初版では第 2版
と同じ著者名の表記をしているため，同じ規則に
従っていると推測される。記述する部分及び方法
は，STCの初版及び第 2版とWing STCでは実
際のレコードから姓を先に記述していることが
わかり，初期の ESTCは目録規則で姓名を別々
のフィールドに記述するよう，現在の ESTCは
DCRBでフィールドの指定はせずに標題紙にあ
る形で記述するよう定めている。
特殊な名前への対応を述べる。STC第 2版の
序文では王族の場合は洗礼名かファーストネーム
を用いるよう決めている。STC初版では明文化
されていないが，たとえば STC番号 14400の標
目を初版では‘James I, King’としていること
と，STC第 2版で‘James I, King of England’
としていることを比べると，イングランドの国
名を表記する以外は同じ規則を用いていると推
測できる。宗教上の名前で書かれた著作につい
てWing STCの序文では本名を記述するよう定
めている。人生の中で名前を変更した人物の場
合，STC第 2版は序文で最後の名前を使うよう
指示しており，初版では実際のレコードから第 2
版と同じ規則を用いていることがわかる。初期の
ESTCの目録規則では出版者，編集者，編纂者，
翻訳者は著者としないとしている。Wing STCと
STC第 2版の序文と，現在の ESTCで用いてい
る DCRBには，著者名の一部か全部が標題紙に
ない場合はない部分を角括弧で囲むとあるが，
STC初版と初期の ESTCにはそのような規則
はない。複数名による著作の場合は STC初版
とWing STCでは明文化していないものの最初
の 1人を記述しており，STC第 2版は序文でそ
う明文化している。初期の ESTCは目録規則で
2人目を副出記入に記述するよう指示し，現在の
ESTCは DCRBで 3人まで記述してそれ以上の
場合は省略して‘et al.’とするよう定めている。
個人著作の著者を特定するための情報は，

STC初版と第 2版とWing STCでは明文化さ
れていないが，目録レコードを見ると STC初
版では‘Wither, George, the Poet’（STC番号
25800）のように職業を，第 2版では‘Wither, 
George, Poet’（STC番号 25800）や‘Hill, Thomas, 
Londoner’（STC番号 13500）のように職業や
住所を，Wing STCでは‘Spanheim, Friedrich, 
the younger’（Wing STC番号 S5400）や
‘Rutland, John Manners Roos, first duke’（Wing 
STC番号 R2400）のように職業や同姓同名の人
物中での年少・年長や爵位を記入するという規則
が読み取れる。初期の ESTCの目録規則には名
に先立つローマ数字，または称号，名前への追加
要素，形容辞，生没年を記入するような規則があ
り，現在の ESTCは DCRBで資格や称号は基本
的に除外するよう定めている。敬称を記入する位
置についての規則はないものの，実際のレコード
を見ると STCの初版及び第 2版では Sirを名の
後に置き，Wing STCでは名の前に置いている。
表記する言語について，STC第 2版は序文で著
者名を英語で表記するように指示しているが，現
在の ESTCは DCRBで標題紙にあるままの形で
表記するように定めており，それ以外の作成規則
では特に指示がなかった。また，団体著者に関す
る情報として初期の ESTCの目録規則では団体
著者に付随して所蔵情報とその他の名前への付加
情報を記入するよう指示し，表記場所，並列責任
表示，付随する名詞，従属的タイトルについての
規則が追加された。
明文化された規則はないものの STC初版及び

第 2版とWing STCでは，前のレコードと重複
する場合はハイフンを用いて‘-’のように省略
し，中でもWing STCでは匿名著作の場合はハ
イフンを角括弧に入れて［-］と表記している。
一方で ESTCでは省略方法を指示していない。

3.　記述の総則
全ての作成規則が著者，タイトル，出版情報，

注記，形態を記述する項目としている。その他に
STCでは初版と第 2版のいずれでも序文で STC
番号，ロンドン書籍商組合登録簿，頭注，所蔵情
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報を，Wing STCでは序文で識別番号，所蔵情
報を，初期の ESTCでは目録規則で統一タイト
ル，配列のための特別記入，版表示，標目，資
料注記，副出記入を，現在の ESTCでは DCRB
で版情報，資料特有細目，形態的記述，シリー
ズ，標準番号と入手条件を，それぞれ記述する
ように定めている。また，初期の ESTCでは特
に本タイトル，出版年，数量，形態を必須項目
としている。情報源はWing STCの序文と初期
の ESTCの目録規則でのみ定められている。ま
た，Wing STCの序文には図書の一部に対して
はレコードを作成しないという規則がある。現在
の ESTCは DCRBの指示に基づいて略語を用い
ず，フィールドの区切り記号法，言語とラテン文
字以外の文字の翻字方法，現代と違う‘i’や‘j’
などの記述法を修正し，ミスプリントを［sic］
と書いて記録している。

4.　タイトル
a.　主なタイトル
古典籍ではタイトルが現代の書物に比べて長い

ことが多く，モットーなども標題紙に含まれてい
るため，総合目録の作成規則ではどの部分をタイ
トルとするかの選択に注意を払っている。更にイ
ンキュナブラのように，標題紙がないためにタイ
トルがはっきりとしないものにも対応している。
いずれの作成規則も序文や目録規則で第一の情

報源を標題紙としている。それ以外の情報源とし
て，STC初版の実際のレコードでは，見出しタ
イトル，本文の冒頭などの著作をあらわすものを
用いており，STC第 2版では序文でそのことを
明文化しており，Wing STCでも明文化されて
いないが見出しや本文の冒頭を用いている。初期
の ESTCの目録規則では見出しタイトル，奥付，
通しタイトル，表紙タイトル，巻頭語または巻
末語から得るよう求めている。現在の ESTCは
DCRBの総則で情報源に関する規則を定めたう
えで，標題紙以外の場合は注記に情報源を記述す
るよう指示している。

STC初版及び第 2版とWing STCはタイトル
の冒頭部のみ記述し，省略している部分に省略

記号などを記述しない。STC初版には冒頭部の
どこまで記述するかの決まりはないが，STC 第
2版の序文には少なくとも最初の 5語は転写し，
サブタイトル，コロフォンは丸括弧で，欠けてい
る部分は角括弧で，本のどこにもない内容は四角
括弧で囲んで記述するよう書かれている。Wing 
STCは序文で他と識別するのに十分な，因習的
な表記以外のタイトル先頭の数語を記述するよ
う定めている。初期の ESTCの目録規則では別
タイトル，並列タイトルを含む主タイトル全体
を転記するよう指示している。現在の ESTCは
DCRBで本タイトルには主タイトル，副次的タ
イトル，タイトル先行事項，主タイトルの前にあ
るタイトル情報を記述することと，本タイトルが
別の著作の一部である場合などは主要なタイトル
を先にした上で本来の順序を注記に記述するこ
と，タイトルの末尾が不明な場合は適当な場所で
打ち切るが最初の 5語は必ず転記することを求め
ている。
省略するよう指示されている部分は作成規則に

よって異なる。STC初版は序文でタイトルにあ
る出版者名，販売者名は印刷者名と同じ場合は省
略するとしており，実際のレコードでは著者名も
省略していることがあった。STC第 2版の序文
では最初の 5語より後にあるファーストネームは
省略することを指示している。Wing STCの実
際のレコードにあるタイトルと標題紙の画像を比
較したところ，前の記述と重複する部分，多くの
著作に共通する部分，著者名と出版年を省略し
ている。初期の ESTCの目録規則にはディバイ
ス，モットー，警句，価格，シリーズ番号は省略
するという規則がある。現在の ESTCは DCRB
で祈願の言葉，紋章，警句，献辞，モットー，保
護奨励の表示，価格等は省略し，特に重要な場合
は注記に記述するように定めており，本タイトル
はきわめて長いときのみ 5語以上の必要な長さに
省略できるとしている。
省略方法は作成規則によって異なるが，STC

初版では省略する場合には何も書いていない。
Wing STCでは序文でタイトルの大部分が前の
レコードと重複する場合はダッシュを使って，そ
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れ以外の一部の場合は‘...’と書いて省略し，日
付は必要な場合短縮化し，角括弧の中に入れて表
示すると定めているが，実際のレコードを見ると
省略記号を表記せずに一部を省略していることが
あった。STC第 2版では最初の 5語の一部を省
略する場合には‘...’か［etc］と記述する。初期
の ESTCでは省略する場合は‘...’と記述して省
略した内容を注記か版情報に記述するように，現
在の ESTCでは省略記号がピリオドの前にある
場合はピリオドを省略するよう定めている。
タイトルがない時は本文の冒頭を使うことは全

ての作成規則に共通しており，STC初版以外は
序文や目録規則で明文化されている。ただし本文
の冒頭も使えない場合に関する詳細な規則には差
がある。
b.　タイトルの表記方法
句読法に関する規則は STC初版とWing STC

にはなく，それ以外の作成規則では基本的にそ
のまま転写するよう序文や目録規則で定めてい
る。大文字使用法は，いずれの作成規則でも固
有名詞と固有形容詞の先頭を大文字化している
が，STC初版とWing STCでは明文化されてい
ない。初期の ESTCでは，原文において小文字
で表記されている固有名詞は小文字で表記する
よう定めている。作成規則としてまとめにくい
が，STC初版では‘King’や‘Queen’という
語の，Wing STCでは‘Temple’という語の頭
文字を大文字化するなど，個々の目録ごとに頭文
字を大文字化する単語が存在したがどの語か明文
化されていなかった。綴りも基本的にはそのまま
転記するが，作成規則により異なる例外がある。
STC初版とWing STCの実際のレコードには誤
字などを修正している個所がある。STC第 2版
の序文で，‘u’と‘v’, ‘i’と‘j’を 1600年ま
での著作ではそのまま転写し，1600年以降の著
作は現代の記述法に合わせるよう定めており，初
版では明文化されていないが同じように表記し
ている。Wing STCは実際のレコードを見ると
タイトル中にある‘u’と‘v’, ‘i’と‘j’をそ
のまま転写している。初期の ESTCの目録規則
ではタイトルをそのまま記述し，誤植の後には

［sic］と記述するよう定めている。現在の ESTC
の綴りに関する規則は総則にある。

STCとWing STCでは明文化された規則はな
いが，ギリシア文字はそのまま記述している。ま
た，Wing STCの序文ではヘブライ文字とアラ
ビア文字は使わず，［Hebrew］や［Arabic］で
始めるよう指示している。初期の ESTCの目録
規則ではラテン文字以外の場合はギリシア文字で
あっても LCの規格に従って翻字し，翻字された
言語と内容については注記に記述するよう定めて
いる。現在の ESTCではラテン文字化に関する
規則は総則にある。
c.　主なタイトル以外の部分
サブタイトルに関する規則として，STC第 2

版の序文では図書の一部分の名称はタイトルへの
参照を置き，それ以外は丸括弧に入れるよう定め
ており，初版では明文化されていないが第 2版と
同じように記述されているため，同じ規則を用い
ていると推測される。Wing STCでは明文化さ
れていないが，タイトルとサブタイトルの間にコ
ロンを置いている。初期の ESTCではサブタイ
トルはそのまま記述すると，現在の ESTCでは
並列タイトルやタイトル関連情報は標題紙上の順
序やレイアウトに従うとそれぞれ明文化されてい
る。
巻表示はそれぞれ少し異なる規則があり，それ

が STC初版と第 2版では明文化されておらず，
現在の ESTCでは明文化されている。STC初
版では最初の巻と丸括弧にいれた最後の巻を，
STC第 2版では最初の巻と丸括弧にいれた全て
の巻を記述している。現在の ESTCは DCRBで
複数巻の場合，1巻目の巻表示をそのまま，2巻
目以降の巻表示を角括弧に入れて記述するとして
いる。

STCとWing STCでは実際のレコードから版
表示をタイトルの一部ととらえていることがわか
り，初期の ESTCは目録規則で版表示をタイト
ルには含めていない。現在の ESTCは DCRBで
版情報を含む不可分の要素をタイトルの一部に含
めている。翻訳者に関する規則は明文化されてい
ないが STCのみタイトルに記述している。記述
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の仕方は初版と第 2版で異なり，例として STC
番号 24800のタイトルを初版は‘The nyne fyrst 
bookes of the Eneidos. Tr. T. Phaer’と記述
し，第 2版では‘［Anr. ed., enlarged.］ The nyne 
fyrst bookes . . . Conuerted into Englishe vearse 
by. T. Phaer. ［Ed.］（W. Wightman.）’と記述し
ている。つまり，初版では‘Tr. 翻訳者名’と記
述し，第 2版では標題紙にある通り記述してい
る。
いずれも明文化された規則ではないが，STC

初版では STC番号 6300でタイトル中に［Anr. 
Issue, without Stamp’s name］と書かれているよ
うに，タイトルに関連する注記はタイトルに記述
している。STC第 2版では，先ほどあげた STC
番号 24800のように版の判別のために必要な情報
を角括弧に入れてタイトルにつけており，STC
番号 6100のように Balladである場合はその旨を
表記している。Wing STCでは必要な場合はタ
イトルと文頭をまとめてタイトルとして記述する
など，識別に有用な部分があれば転写している。
並列タイトルに関する規則は ESTCにのみあ

る。初期の ESTCでは並列タイトルの先頭に等
号記号を用いるように定めており，現在の ESTC
では標題紙上の順序に従って記述するよう指示
し，文法的に本タイトルとつながりがない標題紙
上にある別言語のタイトルを並列タイトルとして
いる。統一タイトルに関しては初期の ESTCに
のみ，タイトル関連情報と 1枚ものに関しては現
在の ESTCにのみ指示がある。

5.　形態
古典籍では頁付けがないものが多く，また現在

のように出版者が統一的なスタイルで製本した後
に販売するのではなく，書店や購入者が製本にだ
すために，同じ著作の同じ版でも物理的な大きさ
は一定ではない。そこで，総合目録の作成規則で
は判型や校合式の記述を重視している。

Wing STCのみが形態の情報源に関する規則
を明文化しており，頁数と葉数については標題紙
以外を第一の情報源としている。通常は頁数と葉
数を標題紙に書くことはないため，実質的には他

の作成規則も同様である。
判型は全ての作成規則で形態として記述してい

るが，明文化しているのは ESTCのみである。
方法も異なっており，STCとWing STCと初期
の ESTCは度数表記（‘4°’など）で，現在の
ESTCでは略号式（‘4to’など）で記述してい
る。STCとWing STCでは二折版を ‘fol.’と，
Wing STCではブロードサイドを‘brs.’と表記
している。更にWing STCと STC第 2版の序文
では‘4° in 8’s’のような判型の拡張表記をする
よう明文化しており，特に STC第 2版は詳細な
表記方法のリストを作成している。明文化はされ
ていないものの，校合式は STC初版でのみ必要
な場合は判型の続きに記述しているが，その他の
作成規則は形態ではなく注記を用いている。
複数冊の場合はいずれの作成規則でも冊数を

記述する。これは STC初版では明文化されてい
ないが，例えば STC番号 1800の形態が‘2 pts.’
と記述されているので，他の作成規則と同様だと
わかる。現在の ESTCでは更に複数冊の場合の
頁の記述方法，注記に記述する内容を定めてい
る。頁付は STCでは初版でも第 2版でも注記を
用いており形態には記述しない。Wing STCの
序文では具体的な頁数を書くのではなく 50頁以
下の資料の判型にアスタリスクを付与するように
定めている。初期及び現在の ESTCは目録規則
で頁，葉，カラムの表記法を定めている。
大きさに関してはセンチメートルで高さを記

述するという規則が現在の ESTCから追加され
た。挿絵に関する規則は ESTCのみが定めてお
り，現在では初期よりも詳細になっている。付属
資料に関する規則は現在の ESTCの DCRBにの
み存在する。

6.　出版情報
出版情報は，古典籍では標題紙に書かれている

ことが多いが，前述のとおり標題紙がないこと
もある。STCのレコードとWing STCの序文，
ESTCの目録規則を確認すると，いずれの作成
規則でも第一の情報源は標題紙であり，それ以外
の情報源も用いる。そのうち STC初版のレコー
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ドの中には標題紙以外から情報を取っていること
もあったが，情報源が何かを確認できなかった。
記述項目はそれぞれ細かな違いはあるが，大きく
言うと STCとWing STCでは印刷地や印刷者を
記述するのに対し，ESTCでは出版地表示とし
て出版地や印刷地などを，出版者表示として出版
者や印刷者などを記述するよう定めている。
出版情報全体に関する記述方法は作成規則ご

とに異なるが，いずれも標題紙以外からとった
情報はその旨がわかるようにしている。Wing 
STCの序文では奥付から情報を得た場合は先頭
に‘colop:’と，見出しタイトルからとったもの
は‘cap. title’とつけ，1枚ものや標題紙がない
著作の情報は角括弧に入れるよう定めている。
STC第 2版の実際のレコードでは資料そのもの
以外の情報源からとった情報は丸括弧でかこみ，
標題紙にないものは角括弧でかこみ，推測される
部分には‘i.e.’と，多巻本の一部で表記が違う
場合はその旨を記述している。初期の ESTCの
目録規則は標題紙にある情報を補足する情報や，
あるいは相反する情報がある場合は角括弧に入れ
るよう指示している。現在の ESTCは DCRBで
情報源にある出版情報が架空のものであったり，
誤っていたりする場合はそのまま記述したうえ
で，角括弧に入れて訂正を記述するよう定めてい
る。
出版情報全体に関する省略方法はWing STC

と現在の ESTCにのみあった。Wing STCの序
文には出版に関わる複数の立場のものをつなぐ
‘And’，再出版であること，前のレコードとの共
通部分，出版情報の情報源の中にある括弧等の要
素を省略するという指示がある。現在の ESTC
の作成規則では，標準的な書誌に適切な記述がさ
れているそれほど重要でない内容は省略してその
書誌への参照を置くことと，異なる出版情報を持
つ出版物をまとめた合綴本は出版地や出版者を省
略して出版年のまたがる期間のみを記述すること
を定めている。

STCとWing STCは序文で印刷地がロンドン
の場合は印刷地を記述しないことを明文化して
いる。出版地表示として初期の ESTCは目録規

則で主要な出版地か印刷地を，現在の ESTCは
DCRBで一番重要な出版地，頒布地，印刷地を
記述するよう定めている。
印刷者については STCとWing STCでは明文

化していないが主要な印刷者を記述し，出版者や
販売者は必要な場合のみ記述している。印刷者を
記述する際の省略方法も明文化されていないが，
STCでは初版も第 2版も‘Printed by’を表記
せず，‘Printed for’を‘f.’と表記する。Wing 
STCでは‘Printed by’を‘by’と，‘Printed 
for’を‘for’と表記する。またWing STCでは
印刷者の住所・職業を省略している。STCの序
文では推測される印刷者は括弧に入れて記述する
と定めている。
初期の ESTCは目録規則で出版者表示として

出版者，書店，印刷者を 6件まで記述し，それ
以上の場合は 5件を記述し，残りを要約するよ
う定めている。現在の ESTCは DCRBに従って
出版者名，頒布者名，書籍商名，印刷者名を記
述されている順に記述し，複数の部分に分かれ
ている場合，最後の部分の出版者を記述する。
初期の ESTCの目録規則は出版者の住所を省略
し，現在の ESTCは DCRBで説明語句や場所，
‘Printer to the king’などの言葉を省略すると
定めている。現在の ESTCでは DCRBに，出版
者表示が標題紙にない場合は角括弧に入れて表記
し，完全に不明の場合は［s. n.］と記述するとい
う規則がある。
いずれの作成規則でも出版年をアラビア数字

で記述しており，STC初版と第 2版の序文と初
期の ESTCの目録規則と DCRBでは明文化して
いる。STCでは初版と第 2版のいずれでも出版
年の数字のみを記述し，Wing STCでは明文化
されていないが‘in the year’を省略しており，
現在の ESTCでは目録規則において‘Printed in 
the year’を省略することが定められている。複
数巻からなる場合は，Wing STC以外の作成規
則では出版年の範囲を記述するが，Wing STC
には規則がなく，STCでは明文化された規則で
はなく目録のレコードから読み取れる。主要な
情報源以外からとった出版年は，STC初版以外
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ではいずれも角括弧に入れて記述し，Wing STC
のみはその旨が明文化されていない。推測され
る出版年には，STC初版は‘?’を，Wing STC
では‘c.’をつけることがレコードからわかり，
STC第 2版の序文では‘?’か‘c.’を，初期の
ESTCの目録規則では‘?’を，現在の ESTCで
用いている DCRBでは‘i.e.’をつけるように定
めている。特殊な暦に関する規則として，STC
第 2版では序文に従って 1月 1日～ 3月 24日の
教会歴は［o.s.］に続けて書く。現在の ESTCは
DCRBで現行の西暦以外の表記の場合はそのま
ま表記して角括弧に西暦を入れることと，著作権
登録年は出版年の後に表記することを定めてい
る。

7.　所蔵情報
古典籍は著作や版によっては残っている数が少

なく，世界に残っている唯一のものが個人の蔵書
であったり，断片や不完全な状態のものだけで
あったりする場合もある。そのため，所蔵情報に
所蔵館名以外の情報を加えることがある。

STCとWing STCでは序文にある所蔵館の
シンボルのリストで所蔵情報を説明している。
STC初版は序文で，特に貴重なもの以外は 1つ
の都市からは 1つの図書館を記述し，ヨーロッパ
の図書館とアメリカの図書館の間はセミコロンで
分けるよう定めている。STC第 2版では明文化
していないが，初版同様にヨーロッパの図書館と
アメリカの図書館の間はセミコロンで分け，所蔵
情報が書ききれない場合は末尾に‘＋’を加え
ている。Wing STCの序文には，1つの都市から
は 1つの図書館を記述し，英国の図書館と海外の
図書館の間はセミコロンで分けるよう書かれてい
る。初期の ESTCの目録規則では所蔵館と書架
番号と適宜の書き込みを記述するよう定めてい
る。所蔵情報に関する規則は DCRBには存在し
ない。
規則として明文化されていないが STCと

Wing STCの所蔵情報には個々の資料の情報が
書かれている。STC初版では，断片の場合，不
完全な資料の場合，何版目か，何刷目かを示して

いる。Wing STCでは，所蔵しているはずだが
見つからない場合を‘（not found）’とし，複数
所蔵している場合と異刷を所蔵している場合はそ
の旨を記述している。STC第 2版では STC初版
やWing STCよりさらに細かく，詳しい表記を
行っている。ESTCでは個々の資料の情報を版
情報や個別資料の注記として扱っている。記述の
規則とは言えないが STC初版では個人所蔵者が
シンボルのリストに名を連ねているのに対して，
STC第 2版においては個人所蔵の資料を記述す
ることを避けており，個人所蔵しかない場合は
‘Private owner’として個人名を表記していな
い。

8.　注記
古典籍には細かな差しかない異版や異刷が存在

する。そのため，タイトルや出版情報などの記述
だけでは不十分で，注記に必要な情報を書かなく
ては版や刷の識別が不可能な場合がある。注記の
重要性について，Russellは現代の書物の目録と
古典籍の目録の差だと述べている 1）。
注記の情報源について，現在の ESTCの目録

規則である DCRBではどこでもよいと明文化し
ている。それ以前の規則には明文化されていない
が，実際の記述内容は以下に述べるように多岐に
わたるためやはりどこでもよいと思われる。

STC第 2版の序文とWing STCの序文で指
示され，実際は STC初版でも使われていた頭注
は，他の版との区別をつけるための異版，異刷の
情報をはじめとした資料の説明をしている。注記
をどのような場合に記述するのかの規則は STC
第 2版の序文と現在の ESTCの DCRBにある。
STC第 2版では，出版年や出版者などの情報が
同じ異版や異刷がある書籍を同定するために，必
要な情報を記述する。現在の ESTCでは他のエ
リアに含まれるべき情報が，そのエリアに記述す
ることが許されない場合に，項目の順序に従って
注記に詳述する。

STCでは初版でも第 2版でも実際に標題紙や
特定頁の表記内容を記述しており，特に第 2版で
は標題紙の文字の色や木版画の装飾の説明をして
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いる。また，STCの初版と第 2版の両方の序文
で，注記ではなく独立した項目としてロンドン書
籍商組合登録簿の情報を記述するという規則を定
めている。
出版物全体の物理的な性質に関する注記では，

STC初版以外のどの目録の作成規則でも校合式
をあげており，そのことが明文化されていない
STC初版でも実際には記述している。STCでは
レコードを見ると頁付を注記に記述している。出
版物の内容などに関する注記はそれぞれに異なる
項目を記述しており，ESTCではその内容が明
文化されている。
他の項目の補完として STCでは規則として明
文化されていないが，初版は出版に関連する人
物を，第 2版は出版に関連する人物，表記され
ていない著者名の推測，キャンセル（差し替え）
された標題紙の印刷者を記述している。初期の
ESTCの目録規則は不確実な場合などの著者名
に記述できない著者，著作の成立や発行に責任が
あるかあるいは関係する団体を記述するよう定め
ている。現在の ESTCは DCRBで並列タイトル
とタイトル関連情報，責任表示の別名称，記録し
なかった責任表示，関連する個人と団体，版と書
誌的来歴，出版エリアに含まれない出版情報を記
述するよう定めている。
書誌的参照はいずれの作成規則でも記述するよ

う明文化されており，用いる書誌は異なってい
る。STCとWing STCでは，序文でそれぞれ参
考にする書誌を定めており，いずれも初版よりも
第 2版のほうが増えている。また STCでは関連
レコード間での参照が行われ，現在の ESTCで
は著者の異名への参照を置くように指示してい
る。

9.　版情報
古典籍では第何版と書いていなくても別の版で

あることが多く，版や刷は資料そのものだけでな
く，関連する書誌や文献を基にしなくてはわから
ない。初期の ESTCでは標題紙，先行部分，奥
書を情報源とし，加えて標題紙以外からとった情
報については情報源を注記に記述するように指示

がある。現在の ESTCの作成規則では標題紙，
その裏面，先行部分，奥書，出版物中のどこか，
参考図書を情報源とするように定めている。
記述方法については，初期の ESTCではタイ

トルの記述方法に従うとあり，版表示が出版情報
に含まれている場合は出版情報に記述する。現在
の ESTCでは情報源にある通り記述し，特に標
題紙からとる場合は正確に転写する。ラテン文字
や数字以外で転写できない場合は角括弧に説明を
入れる。
版表示とする箇所は，初期の ESTCでは番号

が示されているか，改訂されたと書かれた版，
刷の部分である。現在の ESTCでは edition, 
revision, issueなどの語がふくまれる部分をさ
す。別刷，一部の版にのみ関係する責任表示に関
する規則は現在の ESTCにのみある。STCの初
版及び第 2版とWing STCでは他の資料の異版
などの場合は頭注に記述し，必要な場合はタイト
ルに版表示を記述している。

III.　作成規則の変化

A. 調査方法
第 II章では個別の総合目録の作成規則の変化

を項目ごとに述べた。しかし，それだけでは総合
目録の作成規則がどのように変化しているかを見
ることはできない。そこで，変化の仕方を基に作
成規則を分けると，以下の 6種類に分けることが
できた。

A.　変化していない規則
B.　  内容は変化していないが明文化されるよう
になった規則

C.　昔はあったが後になくなった規則
D.　新たに増えた規則
E.　一部の目録にのみある規則
F.　昔からあったが内容が変化した規則
変化していない規則とは，どのように記述する

かの指示が STC初版から現在の ESTCに至るま
で実質的に変化していない規則である。内容は変
化していないが明文化されるようになった規則と
は，どのように記述するかは STC初版から現在
の ESTCに至るまで変化してないが，途中から
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指示が明文化されるようになった規則である。昔
はあったが後になくなった規則とは，かつては使
われていたがある目録からは使われなくなった規
則である。新たに増えた規則とは，ある目録以降
に使われるようになった規則である。一部の目録
にのみある規則とは，単純に増えた，減ったとい
うことではなく，時代が連続しない三個以下の目
録にのみ存在する規則である。昔からあったが内
容が変化した規則とは，指示が明文化されている
かを問わず，同じ部分の規則が変化した規則であ
る。

以下の B節においては，6種類の変化の仕方の
中で番号を割り振ることによって，個々の変化を
わかりやすくした。例えば標目の選択について，
個人著作では著者名を用いる点は変化していな
い。そのため，変化していない“A”の最初の 1
つなので，“A-1”と番号をつける。第 2～ 7表
の「番号」の列にこの番号を示した。なお，標目
の選択方法と所蔵情報の記述方法に関する規則は
DCRBにおいては存在せず，AACR2の規則に
従っているため，比較から除外した。

第 2表　作成規則の変化：標目

項目 変化の仕方 番号 規則

標目の選択 変化していない A-1 個人著作の標目

一部の目録にのみある E-1 個人著作の副標目

E-2 団体著作の副標目

内容が変化した F-1 団体著作の標目

F-2 匿名著作の標目

F-3 イニシャル

F-4 筆名

F-5 複数名の場合

標目の形式
（著者名）

なくなった C-1 特殊な名前

C-2 著者としない対象

C-3 省略方法

新たに増えた D-1 標題紙にない場合

D-2 表記場所

D-3 並列責任表示

D-4 付随する名詞

D-5 従属的タイトル

一部の目録にのみある E-3 名前の変更への対応

E-4 団体著者に関する情報

E-5 表記する言語

内容が変化した F-6 情報源

F-7 記述部分

F-8 個人著者に関する情報

F-9 敬称の位置
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B. 調査結果
1.　調査結果の全体像

106種類の変化が得られ，そのうち標目の選択
が 8種類，標目の形式が 15種類，記述の総則が
8種類，タイトルが 18種類，形態が 9種類，出
版情報が 26種類，所蔵情報が 3種類，注記が 13
種類，版情報が 6種類である。標目の形式，タイ
トル，出版情報の変化が大きいことがわかる。こ
のうち標目の形式は，個人著作の標目として使わ
れる著者名に関する規則である。
標目に関する作成規則の変化は第 2表のとおり

である。標目の選択では個人著作の標目は変化し
ていないが，団体著作や匿名著作，複数著者の著
作の標目が大きく変化している。標目の形式は
多くの点で変化が起こっており，特に一部の作
成規則にのみあるものが多い。大きな変化とし
て，STCとWing STCでは著者名に著者に関わ
る情報を付与するための規則が多いが，現在の
ESTCでは著者名を情報源にあるそのままの形
で転写するように変化している。
総則の変化は第 3表のようになった。総則を定
めていない作成規則が多く，現在の ESTCで多
くの規則が新たに作られている。
タイトルに関する規則の変化は第 4表のように

なった。新たに増えた規則は，主なタイトル以外
の部分に関するものが中心である。F-12にある
ように，STCとWing STCがタイトルの冒頭を
記述しているのに対して，初期の ESTCではタ

イトル全体を記述するようにしているという大き
な変化がある。そのため，記述部分，省略部分，
省略方法に関する規則が多数変化している。
形態に関する規則の変化は第 5表のようになっ

た。判型を表記するという点では共通している
が，表記の仕方は作成規則によって異なってい
る。判型以外の大きさや校合式，付属資料などに
関しては一部の作成規則にのみ指示があった。
出版情報に関する規則の変化は第 6表のよう

になった。出版情報での大きな変化は，初期の
ESTCからは印刷地と印刷者の記述がなくなり，
出版地表示と出版者表示の記述が追加されたこと
である。それに伴って，出版地や出版者の細かな
規則が追加されている。また，出版年に関して
は，教会歴のような古典籍に特有の現代とは異な
る暦について，作成規則によって異なる指示がな
されている。
その他の規則の変化は第 7表のようになった。

所蔵情報については STCとWing STCではシン
ボルであらわして，個別資料の状態も合せて記述
していたが，ESTCではシンボルに関する規則
はなくなり，個別資料の状態は注記に記述するこ
とになっている。
注記が重視されていることが多いが，内容は

作成規則ごとにかなり異なっている。STCや
Wing STCの頭注にある版情報や，特定のコピー
の情報のように，別の作成規則では別の項目で記
述されることもある。書誌的参照はいずれの作成

第 3表　作成規則の変化：総則

項目 変化の仕方 番号 規則

記述の総則 新たに増えた D-6 略語

D-7 区切り記号法

D-8 言語と文字

D-9 発音と文字の形

D-10 ミスプリント

一部の目録にのみある E-6 情報源

E-7 レコードを作成しない場合

内容が変化した F-10 記述項目
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規則でも重視されているが，収録対象や出版時期
の違いから指定されている書誌や目録は異なって
いる。

版情報は STCとWing STCでは独立した項目
ではなく注記の一部であったが，ESTCで追加
された。それに伴って関連する規則が追加されて

第 4表　作成規則の変化：タイトル

項目 変化の仕方 番号 規則

タイトル なくなった C-4 タイトルの後に記述する項目

新たに増えた D-11 並列タイトル

D-12 タイトル関連情報

D-13 1枚もの

一部の目録にのみある E-8 巻表示

E-9 翻訳者

E-10 統一タイトル

内容が変化した F-11 タイトルの情報源

F-12 記述部分

F-13 省略部分

F-14 省略方法

F-15 版表示

F-16 句読法

F-17 大文字使用法

F-18 綴り

F-19 タイトルがない本

F-20 サブタイトル

F-21 言語

第 5表　作成規則の変化：形態

項目 変化の仕方 番号 規則

形態 なくなった C-5 校合式

新たに増えた D-14 大きさ

D-15 複数冊の場合

D-16 挿図

D-17 付属資料

一部の目録にのみある E-11 情報源

E-12 判型の拡張表記

内容が変化した F-22 判型

F-23 頁付
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いる。

2.　作成規則の変化
変化していない規則は個人著作の標目選択

（A-1）のみで，いずれの作成規則でも著者名を
標目として用いている。その他にも大きな変化を
していない規則は多いものの，今回は部分的な変
化であっても変化した規則とした。
内容が変化しながら規則が明文化されるように

なった規則は多数存在するが，内容が変化してい

ないものは注記の情報源（B-1）のみである。注
記はいずれの目録作成規則でもあらゆるものを情
報源として用いているが，現在の ESTCでのみ
明文化されている。
無くなった規則は 11種類あり，特に初期の

ESTCでは STCとWing STCで使われていた規
則のうち 9種類がなくなっている。Wing STCで
なくなった規則は形態中の校合式の記述（C-5）
である。初期の ESTCでなくなった規則は，特
殊な名前（C-1），省略方法（C-3），タイトルの後

第 6表　作成規則の変化：出版情報

項目 変化の仕方 番号 規則

出版情報 なくなった C-6 印刷地

C-7 印刷者

C-8 出版者，販売者

新たに増えた D-18 記述方法

D-19 主要な情報源以外からとった情報の記述方法

D-20 出版地表示

D-21 出版地が複数ある場合

D-22 主要な情報源以外からとった出版地

D-23 推測される出版地

D-24 出版者表示

D-25 出版者が複数ある場合

D-26 出版者表示関連の省略

D-27 主要な情報源以外からとった出版者

D-28 主要な情報源以外からとった出版年

D-29 著作権登録年

D-30 印刷年

一部の目録にのみある E-13 出版情報全体の省略方法

E-14 多巻本の一部で表記が違う場合

E-15 印刷者関連の省略方法

E-16 印刷者が記述されていない場合の規則

E-17 特殊な暦に関する規則

内容が変化した F-24 情報源

F-25 記述項目

F-26 出版年

F-27 複数巻からなる場合の出版年

F-28 推測される出版年
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ろに記述する項目（C-4），印刷地（C-6），印刷者
（C-7），出版者や販売者（C-8），所蔵情報の個々
の資料の情報（C-9），注記の頭注（C-10），版情
報の版情報以外への記述（C-11）である。現在
の ESTCでなくなった規則は著者としない対象
（C-2）である。
増えた規則は 36種類ある。Wing STC以降に
増えた規則は著者名が標題紙にない場合（D-1），
出版情報の記述方法（D-18），主要な情報源以外
からとった出版情報（D-19）の 3種類で，STC
第 2版以降に増えた規則は複数冊の場合の形態表
記（D-15）である。

初期の ESTCで増えた規則は出版情報，版情
報に関する規則を中心として 13種類で，並列タ
イトルに関する規則（D-11），形態に表記する挿
図に関する規則（D-16）が増えており，出版情
報に関する規則では出版地表示（D-20），出版地
が複数ある場合（D-21），主要な情報源以外か
らとった出版地（D-22），推測される出版地（D-
23），出版者表示（D-24），出版者が複数ある場合
（D-25），出版者表示関連の省略（D-26），主要な
情報源以外からとった出版年（D-28）が，版情報
に関する規則では版情報の情報源（D-32），版情
報の記述方法（D-33），版表示とする箇所（D-35）

第 7表　作成規則の変化：その他

項目 変化の仕方 番号 規則

所蔵情報 なくなった C-9 個々の資料の情報

一部の目録にのみある E-18 所在の選択

内容が変化した F-29 記述方法

注記 明文化されるようになった B-1 情報源

なくなった C-10 頭注

新たに増えた D-31 注記に記述する順序

一部の目録にのみある E-19 注記を記述する場合

E-20 標題紙の表記内容

E-21 特定頁の表記内容

E-22 ロンドン書籍商組合登録簿の情報

内容が変化した F-30 出版物全体の物理的な性質

F-31 出版物の内容

F-32 他の項目の補完

F-33 書誌的参照

F-34 目録内での参照

F-35 特定コピーの特徴

版情報 なくなった C-11 版表示以外への記述

新たに増えた D-32 情報源

D-33 記述方法

D-34 別刷に関する規則

D-35 版表示とする箇所

D-36 一部の版にのみ関係する責任表示
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が増えている。
現在の ESTCで増えたのは著者名と総則に関

する規則を中心に 19種類あった。著者名に関す
る規則が，表記場所（D-2），並列責任表示（D-
3），付随する名詞（D-4），従属的タイトル（D-5）
であり，総則に関する規則が略語の指示（D-6），
区切り記号法（D-7），言語と文字（D-8），発音
と文字の形（D-9），ミスプリント（D-10）であ
る。その他にタイトル関連情報（D-12），一枚も
ののタイトル（D-13），大きさ（D-14），付属資料
（D-17），主要な情報源以外からとった出版者（D-
27），著作権登録年（D-29），印刷年（D-30），注記
に記述する順序（D-31），別刷に関する規則（D-
34），一部の版にのみ関係する責任表示（D-36）に
関する規則である。
一部の目録にのみある作成規則は 21種類あ

り，特に STCに多い。前述の現在の ESTCで増
えた規則を，現在の ESTCにのみある規則とし
て考えることもできる。

STCの初版及び第 2版にのみある規則は団体
著作の副標目（E-2），著者の名前の変更への対
応（E-3），タイトル中の翻訳者（E-9），多巻本の
一部で表記が違う場合（E-14），印刷者が記述さ
れていない場合（E-16），標題紙関係の注記（E-
20），特定の頁に関する注記（E-21），ロンドン書
籍商組合登録簿の情報（E-22）である。STC第
2版にのみある規則は個人著作の副標目（E-1），
所蔵情報に記述するものの選択（E-18）である。
STC第 2版とWing STCにのみある規則は判型
の拡張表記（E-12）と印刷者関連の省略方法（E-
15）で，それぞれの規則は異なる。STC第 2版と
現在の ESTCにのみある規則はタイトル中の巻
表示に関する規則（E-8），出版情報全体に関する
省略方法（E-13），特殊な暦の出版年（E-17），注
記を記述する場合（E-19）で，いずれも指示は異
なり，また前二者は STCでは明文化されておら
ず DCRBでは明文化されている。STC初版と第
2版，現在の ESTCにのみある規則は著者名を
表記する言語（E-5）で，これは STCと ESTC
で違う指示をしている。Wing STCのみにある
規則はレコードを作成しない場合の指示（E-7），

形態の情報源（E-11）である。Wing STCと現
在の ESTCのみにある規則は記述全体の情報源
（E-6）で，現在の ESTCの方が詳細な指示をし
ている。初期の ESTCのみにある規則は団体著
者の関連情報（E-4），統一タイトル（E-10）であ
る。
内容が変化した規則は 36種類である。内容は

多岐にわたり，その中でも特にタイトルに関する
規則が 11種類と多く，出版情報，注記に関する
規則が続いている。

IV.　考察

A. 考察の手法
本章では第Ⅲ章でまとめた作成規則の変化がど

のような理由によるものかを考察する。I章 B節
で述べたように，Russellは古典籍の目録規則に
ついての先行研究において，目録規則が変化した
理由として現代の書物の目録規則の変化，書誌学
の伝統，技術の進歩があると考えた 1）。これらが
総合目録の作成規則にも当てはまるかどうか検討
するために，STCの序文で作成規則が依拠して
いると述べた『91か条目録規則』以降の，主要
な総合目録，現代の書物の目録規則，書誌学の教
科書を第 8表にまとめた。
総合目録の作成規則は，目録規則とは，適用す

る対象や作成する目録の用途が異なるため，先行
研究の結果をそのまま当てはめることができない
部分があると考えられる。したがって，Russell
の提示した変化の理由のいずれに当てはまるのか
ということと同時に，いずれにも当てはまらない
ならばどのような理由によるものかを考察した。

B. 作成規則の変化の理由
1.　現代の書物の目録規則の変化
考察の結果，作成規則が変化した理由として，

総合目録の場合も Russellの提示した 3つの理由
が当てはまることが明らかになった。そしてそれ
以外に，それぞれの総合目録に特有の理由，作成
者の変化，想定する利用者の変化の 3つがあると
わかったため，新たな目録規則の変化の理由とし
て加えた。
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第 8表　主な総合目録・目録規則・書誌学の教科書

出版年 書名 主な著者 種類

1841 『91か条目録規則』（Rules for the Compilation of the 
Catalogue）28） A. G. M. Panizzi 現代の書物の目録規則

1852
『39か条目録規則』（Smithsonian report on the construction 
of catalogues of libraries, and their publication by means of 
separate, stereotyped titles, with rules and examples）29）

C. C. Jewett 現代の書物の目録規則

1876 『辞書体目録規則』（Rules for a Printed Dictionary 
Catalogue）30） C. A. Cutter 現代の書物の目録規則

1908 『著者書名目録規則』（Catalog Rules: Author and Title 
Entries）31） ALAほか 現代の書物の目録規則

1926 STC初版（A Short-Title Catalogue of Books Printed, 
1475–1640）4） A. W. Pollardほか 総合目録 *

1927 An Introduction to Bibliography for Literary Students32） R. B. McKerrow 書誌学

1939 A bibliography of the English printed drama to the 
restoration33） W. W. Greg 総合目録

1941 『ALA目録規則』（A. L. A. Catalog Rules: Author and 
Title Entries）34） ALAほか 現代の書物の目録規則

1945 Wing STC初版（Short-Title Catalogue 1641–1700）6） D. G. Wing 総合目録 *

1949 Principles of Bibliographic Description35） F. Bowers 書誌学

1951 How to Catalog a Rare Book36） P. S. Dunkin 書誌学

1967 AACR（Anglo-American Cataloging Rules）37） ALAほか 現代の書物の目録規則

1972
A New Introduction to Bibliography38） P. Gaskell 書誌学

Wing STC第 2版（Short-Title Catalogue 1641–1700
（2nd ed.））7） D. G. Wingほか 総合目録 *

1976 STC第 2版（Short-Title Catalogue 1475–1640（2nd 
ed.））5） A. W. Pollardほか 総合目録 *

1978

AACR2（Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed.）39） ALAほか 現代の書物の目録規則

初期の ESTC（Eighteenth-Century Short-Title Catalogue）8）

Committee for 
an Eighteenth-
Century Short-
Title Catalogue

総合目録 *

1981 BDRB（Bibliographic description of rare books）9） LC 古典籍の目録規則

1991 DCRB（Descriptive Cataloging of Rare Books; 2nd ed. of 
Bibliographic Description of Rare Books）2） LCほか 古典籍の目録規則

2006 現在の ESTC（English Short Title Catalogue）8） The British 
Library 総合目録 *

*は作成規則を調査対象とした総合目録
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F-1の団体著作と F-2の匿名著作の標目選択に
関する規則で STCでは初版と第 2版のいずれで
も標目として国家，地域を分けたうえで副標目を
置く形をとっている一方で，Wing STC以降で
は団体著者の場合は団体名を用い，匿名著作の
標目として著作のタイトルを用いている。現代
の書物の目録規則を確認すると，『39か条目録規
則』29）と『著者書名目録規則』31）は団体著者を認
め，匿名著作の標目を著作のタイトルにしてい
る。そのためこの変化は，STCは序文に書かれ
ている通り『91か条目録規則』を基にしている
のに対して，Wing STC以降では『39か条目録
規則』や『著者書名目録規則』の影響を受けて変
化しているためだと考えられる。ただし，STC
もWing STCも『39か条目録規則』や『著者書
名目録規則』より後に編集されているため，単に
新しい目録規則に対応したというわけではない。
出版情報の記述項目に関する規則 F-25は STC
第 2版と ESTCの間で変化している。そして，
印刷地と印刷者の記述方法を定めた C-6, C-7, C-8
が ESTCで な く な り，E-15と E-16は STCか
Wing STCにのみ存在する。一方で，出版地と
出版者の記述方法の規則である D-20から D-26
が ESTCで新たに作られている。現代の書物の
目録規則を対照すると，『91か条目録規則』では
印刷地と印刷者を記述するように定められてい
るが，『39か条目録規則』では出版地を記述する
ようにと指示し，『辞書体目録規則』30）では出版
地と出版者を記述するように定めているので，
ESTCの作成規則は『39か条目録規則』以降の
現代の書物の目録規則を採り入れるようになった
ものと考えられる。

D-14の大きさの規則は現在の ESTCにのみあ
る。現代の書物の目録規則を見ると，『39か条目録
規則』，『著者書名目録規則』，『ALA目録規則』34），
AACR37）には大きさを記述する規則が存在してい
たので，これらの目録規則の影響を受けていると
考えられる。

F-23の頁に関しては STCの初版及び第 2版
とWing STCでは必要な場合のみ記述したり簡
略な書き方をしたりするが，ESTCでは詳細な

規則を定めている。また，初期の ESTCで追加
された D-16の挿図，現在の ESTCで追加された
D-17の付属資料は STC第 2版では注記に記述し
ていた。この変化は『91か条目録規則』では 100
頁以下の場合のみ頁数を記述するよう定めている
のに対し，『著者書名目録規則』以降の規則では
頁数を形態に表記するように定め，『ALA目録規
則』以降の目録規則では挿図，付属資料について
形態に記述するように定めていることと対応して
いる。そのため，『著者書名目録規則』と『ALA
目録規則』，AACRが ESTCに影響を与えている
と考えられる。また，E-10の統一タイトルに関
する規則は ESTCにのみ存在し，初期の ESTC
の規則は AACRの内容と一部が一致している。
版表示に関する規則を見ると，STC初版と第 2

版，そしてWing STCでは版表示をタイトルか
頭注（C-10）に含めている一方で，初期と現在の
ESTCでは版表示を独立した項目としている。
そのため，D-32から D-36の版表示に関する規則
は初期か現在いずれかの ESTCで追加された項
目となっている。また，F-15のタイトル中の版
表示では，STCとWing STCでは版表示をタイ
トルに含めるのに対し，初期の ESTCでは版表
示をタイトルに含めず，現在の ESTCでは条件
付きでのみタイトルに記述している。この理由を
考察すると，『91か条目録規則』，『39か条目録規
則』，『辞書体目録規則』，『著者書名目録規則』，
『ALA目録規則』ではタイトルに関する規則の
中で版表示についても指示しているのに対し，
AACRでは版表示の項目を独立して立てている
ことから，AACRの影響を受けて初期の ESTC
で版表示の項目が独立したと考えられる。また，
D-29の著作権登録年と，D-31の注記の記述順序
に関しても，AACRで初めて規則を定めたので，
それを受けて現在の ESTCで採用したと考えら
れる。
初期の ESTCの作成規則は AACRの影響を受

けていることを作成者自らが明言している 12）。
しかし，大きさに関する規則のように初期の
ESTCの目録規則の中には AACRの指示とは異
なる指示を行っている点もあり，影響を受けてい
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ない点もあることが分かった。
E-5の著者名を表記する言語では，STC第 2版
は英語に直して表記しているが，現在の ESTC
はそのままの言語で表記している。F-7の記述部
分は，初期の ESTCまでは姓名を表記するとし
ているが，現在の ESTCでは標題紙にあるまま
に転写するように定めている。さらに F-8の個
人著者に関する情報を，ESTCまでは著者名に
付与するように定めているのに対して，現在の
ESTCでは貴族の称号以外は基本的に書かない
ように定めている。C-1の王や聖職者などの特殊
な名前の規則と E-3の名前の変更への対応の規
則は，初期の ESTCでなくなっており，初期の
ESTCでは作成規則が変化しているのかどうか
はわからないが，現在の ESTCでは先に述べた
とおり標題紙にある形で転写するようになってい
る。つまり，初期の ESTCまでは名前の記述の
形式を整えているのに対して，現在の ESTCで
は標題紙にある形で転写するようになっている。
これは現代の書物の目録規則でも同様で，AACR
までは著者を識別できる情報を付与しているのに
対して，AACR239）では情報源にあるそのままの
形で表記しており，その変化が総合目録の規則に
も影響を与えている。これは目録を取りやすくす
るためだと考えられる。Russellはタイトルの取
り方において，正確な転記から句読法や大文字使
用法を整えた記述に変化した理由を，目録を取る
際の混乱を防ぐためだと考えた 1）。規則の変化す
る方向は違うが，目的は同じだと考えられる。

F-22の判型の規則では，STCとWing STC，
初期の ESTC以前は度数で表記しており，『39か
条目録規則』，『辞書体目録規則』，AACRの指示
と一致する。現在の ESTCで用いている DCRB
と AACR2はいずれも略号式で表示するように
なっているため，現代の書物の目録規則に従って
変化したことがわかる。

E-4の団体著者に関する情報の規則は，初期
の ESTCでは AACRの規則より単純である一方
で，現在の ESTCでは AACR2の規則をそのま
ま用いる。つまり，初期の ESTCでは AACRの
影響を受けつつ完全に採用しているわけではな

いことと，現在の ESTCでは AACR2の規則を
全面的に採用していることがわかる。先に述べ
た E-10の統一タイトルに関する規則も，現在の
ESTCでは AACR2の規則を全面的に採用して
いる。
現在の ESTCに，総則のうち D-6から D-10が

追加され，E-7のレコードを作成しない場合があ
るのは，大規模な記述の総則が AACR2になっ
てから作られたためであると考えられる。現在の
ESTCにのみある規則は他にも，著者名に関す
る規則 D-2から D-5とタイトルに関する D-11か
ら D-13があり，いずれも DCRBと AACR2の指
示が一致している。

2.　書誌学の伝統
E-8の巻表示，E-9の翻訳者，F-16の句読法に

ついて，STC第 2版以降は正確な転写をするよ
う指示している。F-20のサブタイトルの記述方
法は，ESTC以降は情報源にある形で記述する
ようになっている。必ず行うことではないので規
則とはしなかったが，STC初版ではタイトル中
の冠詞を省略したり，&や andを a.としたりす
ることがあったが，第 2版ではなくなっていた。
これらの規則はいずれも正確な記述をするように
変化している。正確に書き写すことは，書誌学者
の R. B. McKerrow32），F. Bowers35），Gaskell38）

のいずれも重視しているため，作成規則が書誌学
の伝統に従うように明確になっていったと考えら
れる。
書誌学も時代とともに変化しており，総合目

録の作成規則はその変化を採り入れている。E-12
の判型の表記についてみると，STC初版では拡
張表記が行われていないのに対し，Wing STCと
STC第 2版では拡張表記が行われている。書誌
学の教科書を確認すると，1927年のMcKerrow
の An Introduction to Bibliography for Literary 
Studentsでは拡張表記については触れられて
いない 32）が，1949年に出版された Bowersの
Principles of Bibliographic Descriptionのなか
で，当時の書誌学の動向として，複数の紙を重
ねている場合や半裁紙を用いている場合の判型
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に拡張表記をすることが広まったと記されてい 
る 35）。つまり，STC初版以降の書誌学における
新しい変化をWing STCや STC第 2版では取り
入れている。

F-33の注記の書誌的参照では，STC初版では
4種類の，STC第 2版では 65種類の書誌や目録
を参照先として指示している。第 2版で追加され
た文献の中には，第 2版の中で最初に刊行された
第 2巻が出版された 1976年以降，序文の書かれ
ている第 1巻の出版された 1986年までの間に作
られたものも含まれている。Wing STCでは初
版は 11種類の，第 2版は初版の後に出版された
ものを含む 16種の書誌や目録を参照先として指
示している。これも総合目録が書誌学の新たな成
果を取り入れていることを示しており，Russell
が古典籍の目録規則は書誌的参照を重視している
と指摘していることと一致している 1）。

3.　技術の進歩
イニシャル（F-3）や筆名（F-4）の場合の標目
選択の時は，STCとWing STCでは筆名から本
名への参照を置き，一方で初期の ESTCでは本
名を記述して筆名は注記に記述している。F-34
の参照を見ると，STCでは冊子内の別の部分へ
の参照を置いている。これらの違いは，紙媒体の
冊子体目録では参照を用いて目的のレコードにた
どり着くが，電子目録では検索が可能なので注記
を用いるためだと考えられる。
各項目の省略方法にも技術の進歩の影響がみ

られる。著者名に関する規則 C-3の省略方法が
ESTC以降はなくなり，F-5の複数人数による著
作において STCとWing STCでは最初の 1人の
みを記述していたが ESTCは複数人を表記して
いる。タイトルに関する規則 F-12の記述部分，
F-13の省略部分，F-14の省略方法では，STCや
Wing STCではタイトルそのものを省略し最初
の部分のみを記述していたが，ESTCはタイト
ルと認めない部分を省略するように変わってい
る。出版情報に関する規則 E-13の出版情報全体
の省略方法では，Wing STCでは出版情報その
ものを省略する方法を指示しているのに対して，

現在の ESTCでは条件付きで省略するように指
示している。F-27の複数巻の場合の出版年でも
STCよりも ESTCの方が細かい記述を要求して
いる。F-29の所蔵情報の表記でも STCとWing 
STCではシンボルで略していた所蔵情報を初期
の ESTCでは略しておらず，場合によっては書
架番号まで記述するように定めている。これらの
規則は，STCやWing STCはスペースが限られ
ている紙媒体だったのが，ESTCでは電子媒体
になったため変化したと推測できる。C-9の個別
資料の状態を所蔵情報に記述する規則が STCと
Wing STCのみに存在するのも，個々の資料の
所蔵と並べた方がスペースを削減できるためだと
考えられる。
一方で電子媒体に変わったことにより，ラテン

文字以外の記述が難しくなるという問題がある。
タイトルの言語に関する規則 F-21を見ると，
STCとWing STCではギリシア文字をそのまま
用いていたのに対して ESTCではラテン文字以
外は翻字している。現在の ESTCで使われてい
る DCRBは特定の目録のための規則ではないの
で“再現不可能な場合は角括弧に入れて説明し，
ラテン文字化は他の項目の法則に従う”2）という
あいまいな表現になっているが，実際にWeb上
の ESTCを確認したところギリシア文字をラ
テン文字に翻字していた 8）。綴りに関する規則
F-18では現在の ESTCで使われている DCRBで
合字を 1文字ずつに分けるよう指示しているが，
STCやWing STCではそのまま転写している。
これも電子媒体に変わったことで，ラテン文字で
はあるが特殊な形の合字を用いることが難しく
なったためと考えられる。

4.　それぞれの総合目録に特有の理由
新たに 3種類の，総合目録の作成規則が変化し

た理由が見つかった。そのうちの 1つが，それぞ
れの総合目録に特有の理由による変化である。こ
れは目録作成規則の時代ごとの流れではなく，収
録対象とする資料の問題や，その目録の目的や制
限事項などが原因で作成規則が変化したというこ
とである。
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STCでは初版でも第 2版でも，規則 F-10の記
述項目でロンドン書籍商組合登録簿の登録番号を
独立した項目としており，E-22のロンドン書籍
商組合登録簿の情報の規則が定められている。こ
れは STCにある資料の多くがロンドン書籍商組
合登録簿に登録されており，資料の識別に有効で
あるという収録対象の特性によるものである。

F-33の書誌的参照は，目録ごとに参考にする
文献が異なっている。収録対象が異なるので参考
にする文献が異なっているのは当然のことだと考
えられる。
規則と言えるものではないが，Wing STCに
は注記がほとんど存在しない。これはスペースが
限られた冊子体目録なのに，収録対象となる資
料が多く STCの 2倍以上であることが原因だと
考えられる。STC第 2版でも注記が多くなりす
ぎたことで“Long note catalogue”5）になってし
まったと反省の弁を述べているように，冊子体目
録では注記の量は制限される。

5.　作成者の変化
現在の ESTCでは D-13の 1枚もののタイトル
に関する規則が新しく作られ，B-1の注記の情報
源はどこからでもよい旨が明文化され，F-26の
出版年では‘Printed in the year’などを省略す
る指示が明文化されるようになった。このように
目録規則が明文化され，詳細に定められた背景に
は作り手の変化がある。STCは少人数で，Wing 
STC初版はWingが 1人で作成した。それに対
して ESTCでは数多くの人間が関わっており，
1978年の段階で英国図書館など 52館が，1987年
には 1000館が参加している 26）。数多くの人間で
作業をする際は規則を明確にするために，明文化
する必要がある。
明文化されている規則であっても，作成者の間

での記述の差ができないようにするために，例外
などがより詳細に指示されるようになった。規
則 C-2の著者としない対象としてWing STCで
は翻訳者をあげ，初期の ESTCでは出版者，編
集者，編纂者，翻訳者，挿図家をあげている。現
在の ESTCについては DCRBに規定はないが，

AACR2では個人著者を“著作の知的もしくは芸
術的内容の創造に主として責任を有する個人”と
しており，誰を著者とするのかについての規則が
明確になっている。著者名の規則 F-6，タイトル
の F-11，出版情報の F-24は情報源に関する規則
で，情報源である標題紙について現在の ESTC
では“標題紙とは，標題紙または標題紙の代替物
を指す”とし，標題紙の代替物とは“標題紙とそ
の裏面，先行部分及び表紙，または奥付中の情報
源，その出版物のそれ以外のところにある情報
源，全く別の情報源”であると明確にしている。
タイトルの大文字化に関する F-17では大文字化
すべき固有名詞が何かを，タイトルの綴りに関す
る F-18では現代の記述法にする方法を，現在の
ESTCは詳細に指示している。
判型の表記の規則 E-12においてWing STC

と STC第 2版では拡張表記を行っているのに対
し，ESTCでは拡張表記を行っていない。書誌
学の進歩を基に取り入れた拡張表記を捨てたの
は，目録作成者が判断するのが難しいためだと推
測される。
明文化と詳細化が特に顕著なのは注記に関す

る規則である。STCとWing STCで指示されて
いる C-4のタイトルの後ろに記述する項目は初期
の ESTC以降から，STC初版の C-5の校合式は
STC第 2版以降から注記に書かれている。STC
にしか存在しない規則である標題紙関連の注記で
ある E-20と，特定の頁に関する注記である E-21
は，ESTCでは F-32の出版物の内容などに関す
る注記の一部として扱われている。F-30は STC
第 2版から，F-31, F-32, F-35は初期の ESTCか
ら明文化されるようになり，いずれも規則が詳し
くなっている。注記は自由度が高いので，作成者
の幅が広がってもむらができないように記述内容
が明文化され，作成規則が詳細になった。
また，規則の中で例を示す際に，作成者にわ

かりやすく伝えるための方法として，実際の表
記を用いるのも ESTCのみである。F-28の推測
される出版年は STC第 2版から指示が明文化
されているが，現在の ESTCでは記述方法につ
いての実例が示されている。それ以外の項目で
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も，STCとWing STCでは例示をする際も文
章として示していた。例えば，Wing STC初版
の序文には匿名の著作の標目の決め方について
“For example: had A pair of Northern Turtles 
been issued during the period covered by the 
volumes, it would appear under Pair, whereas in 
the earlier S.T.C. it appears both under Turtles 
and Northern Turtles, but not under Pair”とい
う説明がある 6）一方で，初期の ESTCでは第 1
図のように実際の記述例を示している。

6.　想定する利用者の変化
総則の規則 D-9の発音と文字の形や，タイトル
の規則 F-18の綴りを見ると，現在の ESTCでは
現代の正書法に合わせるように指示していた。こ
れは正確に記述する書誌学の伝統には反している
が，古い文字使いがわからなくても検索が可能で
ある。

STCとWing STCでは C-10の頭注の版情報
において，他の項目の別の版や刷であるという
形で記述しているのに対し，ESTCでは D-32か
ら D-36の版情報に関する規則が増えて，具体的

に記述している。規則 F-8の個人著者に関連する
情報では，同名の人物が複数いる場合に，Wing 
STCでは年長か年少かを付与することで区別を
つけているが，一方で ESTCでは具体的な生
没年を付与することで区別している。つまり，
STCやWing STCでは利用者が他の版や著者に
関する知識を持っていることを前提としている
が，ESTCはそのような知識がなくても利用で
きるように配慮している。
この差は想定している利用者の差から起きてい

ると考えられる。ESTCは文学，歴史，印刷，
書誌学の研究者だけでなく，思想や社会の歴史の
研究者も対象にしている 26）。そのため，書誌学
に詳しくない人間でも資料が探せるような表記が
必要になったのだろう。

V.　おわりに

本研究の結果，総合目録の作成規則が明らかに
なった。STC初版と第 2版のいずれの作成規則
も，序文に書いてあることのほかに明文化されな
い規則を多く含んでいるが，第 2版のほうがより
詳細だった。Wing STCの作成規則も STCと同

第 1図　初期の ESTCの目録規則における例示
出典：文献 12），p. 13. 
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様に明文化されない規則を多く含んでおり，初版
と第 2版で同じ作成規則を用いていた。初期の
ESTCは独自の明文化された規則を用いており，
現在の ESTCは AACR2と DCRBを用いてい
る。
総合目録の作成規則は変化の仕方から，変化し

ていない規則，内容は変化していないが明文化さ
れるようになった規則，昔はあったが後になく
なった規則，新たに増えた規則，一部の目録にの
みある規則，昔からあったが内容が変化した規則
の 6種類に分けることができた。STC第 2版と
初期の ESTCの間でなくなった規則や増えた規
則，変化した規則が多く，ESTC以降ではより
詳細になっていった。また，STCだけにある規
則も多かった。
本研究では，総合目録の作成規則が変化した理

由として，Russellの示した現代の書物の目録規
則の変化，書誌学の伝統，技術の進歩の 3つが総
合目録にも当てはまることと，さらに総合目録の
作成規則に特有の変化の理由として個別の目録の
問題，作成者の変化，想定利用者の変化の 3つが
あることが明らかになった。
現代の書物の目録規則の変化は団体著者の標目

をはじめとして，古典籍の総合目録の作成規則全
体に幅広く影響を与えている。書誌学の伝統に
従って正確な転写をすすめただけでなく，判型の
拡張表記や書誌的参照先などの新たな書誌学の進
歩も常に作成規則に取り入れている。技術の進歩
による電子目録の発展は検索に対応した記述を要
求し，記述するスペースに制約を受けない詳細な
記述を可能にしたが，その一方でラテン文字以外
の転写を難しくした。作成者と想定利用者の多様
化により作成規則は詳細になり明文化された。特
に作成者の多様化からは，目録と書誌学のせめぎ
あいを見ることができる。
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要 旨

【目的】本研究の目的は西洋古典籍の総合目録である，A Short-Title Catalogue of Books Printed 
in England, Scotland, & Ireland and of English Books Printed Abroad, 1475–1640（STC）や
Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland, Ireland, Wales, and British America, 
and of English Books Printed in Other Countries, 1641–1700（Wing STC），English Short Title 
Catalogue（ESTC）の作成規則がどのような理由で時代ごとに変化したのかを明らかにすることで
ある。
【方法】西洋古典籍の総合目録のうち特に STCやWing STCには，明文化や公表をされていない作
成規則が存在すると考えられる。明文化されている規則を目録規則や序文や関連する文献から，明文
化されていない規則を実際の目録のレコードから明らかにし，作成規則を再構成する。そして得られ
た作成規則を変化の仕方を基に分類し，変化の理由を考察する。
【結果】本研究の結果，STCとWing STCは明文化されていない内容を含む作成規則に基づいてい
ること，ESTCは初期と現在で異なる，明文化された作成規則を用いていることが明らかになった。
これらの総合目録の作成規則は STC第 2版と初期の ESTCの間で特に大きく変化し，より詳細に
なった。そして，古典籍のための目録規則に関する先行研究で示された，現代の書物の目録規則の変
化，書誌学の伝統，技術の進歩が，総合目録の作成規則が変化した理由としても当てはまることと，
個別の目録の問題，作成者の変化，想定利用者の変化の 3つが総合目録に特有の変化の理由としてあ
ることが明らかになった。


